
年金積立金の資産の構成割合
　 年金積立金の運用は、その運用を管理する年金積立金管理運用独立行政法人が自ら定めた運用資産の構成割合に基づいて行
われている。
　 現在の構成割合は経過的なものであり、旧資金運用部（現 財政融資資金）への預託金が全て償還される平成20年度末に長期
的な構成割合目標（基本ポートフォリオ）を達成すべく段階的に移行（平成１８年度、平成１９年度は移行ポートフォリオ）していると
ころである。

≪移行ポートフォリオ≫ 　≪基本ポートフォリオ≫
【長期的な構成割合目標】
（２０年度末に達成）　【１９年度末の構成割合目標】【１８年度末の構成割合目標】

預託金 21.9％

69.7% 67.6%

預託金 9.8％

国内債券 ６７％

国内株式 １１％

外国株式 ９％

外国債券 ８％

短期資産 ５％

 国内債券 57.8％

国内株式 11.7％

外国株式 8.6％

外国債券 6.9％
短期資産 5.2％

国内債券 47.8％

国内株式 11.1％

外国株式 7.4％
外国債権 5.7％
短期資産 6.1％

　（段階的に移行）
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